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番  号 議      案      名 ページ 

議案第８５号 
宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例について 
１ 

議案第８６号 
宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例について 
２ 

議案第８７号 宇土市印鑑条例の一部を改正する条例について ６ 

議案第８８号 宇土市手数料条例の一部を改正する条例について ７ 

議案第８９号 
宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する

条例の一部を改正する条例について 
８ 

議案第９０号 
宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例につ

いて 
１０ 

議案第９１号 
宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 
１１ 

議案第９２号 宇土市老人ホーム条例の一部を改正する条例について １２ 

議案第９３号 
宇土市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条

例について 
１３ 

議案第９４号 辺地総合整備計画について １４ 

議案第９５号 指定管理者の指定について １９ 

議案第９６号 指定管理者の指定期間延長について ２０ 



 

 

議案第９７号 令和５年度宇土市一般会計補正予算（第４号）について 
２１ 

別冊 

議案第９８号 
令和５年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 
〃 

議案第９９号 
令和５年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第２号）につ

いて 

２２ 

別冊 

議案第１００号 
令和５年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて 
〃 

諮問第４号 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 
２３ 

諮問第５号 
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 
２４ 

報告第１９号 
専決処分の報告について 

 専決第１１号 損害賠償額の決定について 
２５ 

報告第２０号 
専決処分の報告について 

 専決第１２号 損害賠償額の決定について 
２６ 
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議案第８５号 

 

   宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

宇土市一般職の職員の給与に関する条例（平成１２年条例第４４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対

策派遣手当」に改める。 

第２０条の２第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフ

ルエンザ等対策派遣手当」に、「第４４条」を「第２６条の８」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）の改正に伴い、条例

を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第８６号 

 

宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

について 

 

 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第３３号）

の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号中「次項」を「第３項」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１

号の次に次の１号を加える。 

 (2) 別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務 

 第３条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限

度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用するこ

とができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の

個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。 

 第３条に次の１項を加える。 

６ 第２項から第４項までの規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の

条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面

の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 

 第４条第１項中「別表第２」を「別表第３」に改める。 

 別表第１中 

「 

市長 

市長 

教育委員会 

          」を 

「 

１ 市長 

２ 市長 

３ 教育委員会 
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          」に改め、同表に次のように加える。 

４ 市長 宇土市子ども医療費助成条例（昭和４８年条例第７号）による医

療費の助成（以下「子ども医療費助成」という。）に関する事務

であって規則で定めるもの 

５ 市長 宇土市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和５７年条例

第１１号）による医療費の助成（以下「ひとり親家庭等医療費助

成」という。）に関する事務であって規則で定めるもの 

６ 市長 宇土市重度心身障害者医療費助成に関する条例（昭和５８年条例

第９号）による医療費の助成（以下「重度心身障害者医療費助

成」という。）に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２中 

「 

市長 

市長 

教育委員会 

          」を 

「 

１ 市長 

２ 市長 

３ 教育委員会 

          」に改め、同表を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加える。 

別表第２（第３条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 子ども医

療費助成

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方

税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税

額又はその算定の基礎となる事項に関する情報（以下

「地方税関係情報」という。）であって規則で定める

もの 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第

４号に規定する事項（以下「住民票関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若し

くは進学準備給付金の支給に関する情報（以下「生活

保護関係情報」という。）であって規則で定めるもの 

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）による

医療に関する給付の支給に関する情報であって規則で

定めるもの 
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母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）による養育

医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する

情報であって規則で定めるもの 

ひとり親家庭等医療費助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

重度心身障害者医療費助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行

う保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの 

２ 市長 ひとり親

家庭等医

療費助成

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

住民票関係情報であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律

（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する給付

の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による

児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定め

るもの 

子ども医療費助成に関する情報であって規則で定める

もの 

重度心身障害者医療費助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行

う保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの 

３ 市長 重度心身

障害者医

療費助成

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

住民票関係情報であって規則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律

による医療に関する給付の支給に関する情報であって

規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）によ

る障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の

措置又は費用の徴収に関する情報であって規則で定め

るもの 
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年

法律第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関

する情報であって規則で定めるもの 

身体障害者福祉法による身体障害者手帳又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）による精神障害者保健福祉手帳の交付に関

する情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児

福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の

一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則

第９７条第１項の福祉手当の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

子ども医療費助成に関する情報であって規則で定める

もの 

重度心身障害者医療費助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行

う保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの 

療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第９条第２項の規定に基づき、個人番号を利用することができる事務を追

加するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

  



6 

議案第８７号 

 

   宇土市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市印鑑条例の一部を改正する条例 

 宇土市印鑑条例（昭和５１年条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第５項中「印鑑登録者であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム

機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第７項の規定により

利用者証明用電子証明書の提供を受けているものは、」を削り、「かかわらず」の次に「、

印鑑登録者は」を、「個人番号カード」の次に「（電子署名等に係る地方公共団体情報シ

ステム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定

する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）又は移動端末

設備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定す

る移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関

する法律第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ

れたものに限る。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に

伴い、スマートフォンによるコンビニ交付サービスに対応するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第８８号 

 

   宇土市手数料条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市手数料条例の一部を改正する条例 

 宇土市手数料条例（平成１１年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「個人番号カード」の次に「（電子署名等に係る地方公共団体情報シス

テム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定す

る個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。）又は移動端末設

備（電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する

移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関す

る法律第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録され

たものに限る。）」を加える。 

第６条に次のただし書を加える。 

ただし、当該手数料を納めた者の責めに帰することができない事由があると市長が認

めるときは、この限りではない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に

伴うスマートフォンによるコンビニ交付サービスに対応するため、及び手数料の還付の規

定を追加するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第８９号 

  

   宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する

条例 

 宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等に関する条例（平成１８年条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項第２号から第４号までを次のように改める。 

(2) 資源ごみ 

(3) 埋立ごみ 

(4) 粗大ごみ 

別表第１中 

「 

 燃えないごみ 指定袋（大） ２００円／１０袋 

指定袋（小） １２０円／１０袋 

粗大用シール ５００円／５枚 

                                  」を 

「 

 粗大ごみ 粗大ごみ処理券 ５００円／５枚 

」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に残存するこの条例による改正前の宇土市廃棄物等の減量化、

再資源化及び適正処理等に関する条例別表第１に規定する家庭系廃棄物燃えないごみ用

指定袋は、この条例による改正後の宇土市廃棄物等の減量化、再資源化及び適正処理等

に関する条例別表第１に規定する家庭系廃棄物燃えるごみ用指定袋として、当分の間使

用することができるものとする。 

３ この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。 
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提案理由 

 燃えないごみの収集方法変更に伴い、家庭系廃棄物の種別等を変更するため、条例を改

正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９０号 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例について 

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市放課後児童クラブ施設条例の一部を改正する条例 

 宇土市放課後児童クラブ施設条例（平成２２年条例第２号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表中 

「 

宇土東小学校児童クラブ施設 宇土市築籠町４６番地２ 

」を 

「 

宇土東小学校児童クラブ施設 宇土市築籠町４６番地２ 

花園小学校児童クラブ施設 宇土市古保里町６９５番地 

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 花園小学校敷地内に新たに花園小学校児童クラブを創設するため、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９１号 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

 令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第３項中「本章」を「前節」に改め、「、「同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第３項中「本章」を「前節」に、「第６条第２項中」を「第６条第２項中「特

定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあ

るのは「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項にお

いて同じ。）」と、」に、「教育・保育給付認定子ども」と、」を「教育・保育給付認定

子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同

条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の改正に伴い、条例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９２号 

 

宇土市老人ホーム条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市老人ホーム条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市老人ホーム条例の一部を改正する条例 

 宇土市老人ホーム条例（平成１７年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び第５項」及び「及び軽費老人ホーム」を削る。 

第２条の表宇土市軽費老人ホーム（Ｂ型）芝光苑の項を削る。 

第４条中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第２号とする。 

 第５条第１項中「養護老人ホーム」を「老人ホーム」に改め、同条第２項を削る。 

 第６条及び第７条を削り、第８条を第６条とする。 

 第９条から第１３条までを削り、第１４条を第７条とする。 

 第１５条第２項を削り、同条を第８条とする。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 宇土市軽費老人ホーム（Ｂ型）芝光苑を令和６年３月３１日付けで廃止するため、条例

を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９３号 

 

   宇土市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宇土市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

   宇土市空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例 

宇土市空家等の適正な管理に関する条例（令和２年条例第１４号）の一部を次のように

改正する。 

第４条中「を行わなければ」を「に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策

に協力するよう努めなければ」に改める。 

第７条第２項中「当該職員又は」を「空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事

項に関し報告させ、又はその職員若しくは」に改める。 

 第１１条第１項中「法第１４条の規定により」を削り、「第１４条第１項」を「第２２

条第１項」に、「若しくは第１０項」を「から第１２項まで」に改め、同条第２項中「第

１４条第２項」を「第２２条第２項」に改める。 

 第１４条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

 第１５条第１号中「第６条」を「第７条」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）の改正に伴い、条

例を改正する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９４号 

 

   辺地総合整備計画について 

 

 宇土市の辺地総合整備計画を次のとおり定めるものとする。  

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

 辺地に係る総合整備計画を定めるには、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政

上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条の規定により、議会の議

決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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人
口

世
帯

数
面

積
〔

人
〕

〔
戸

〕
〔

k
㎡

〕

辺
地

別
公

共
的

施
設

整
備

計
画

（
令

和
６

年
度

か
ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

の
５

年
間

）

辺
地

名
辺

地
度

点
数

消
防

施
設

整
備

当
地

域
は

山
間

地
で

あ
り

、
火

災
等

の
発

生
に

際
し

初
期

消
火

活
動

が
最

も
重

要
と

な
る

。
こ

の
た

め
、

地
域

住
民

の
生

命
と

財
産

を
守

る
た

め
、

耐
震

構
造

の
防

火
水

槽
を

設
置

す
る

も
の

で
あ

る
。

ま
た

、
小

型
動

力
ポ

ン
プ

付
積

載
車

を
整

備
し

、
円

滑
な

消
防

活
動

と
地

域
の

防
災

力
の

向
上

を
図

る
も

の
で

あ
る

。

農
道

整
備

干
潟

景
勝

地
の

整
備

に
伴

い
、

観
光

目
的

に
よ

る
車

両
通

行
台

数
の

増
加

が
見

込
ま

れ
、

農
作

業
の

安
全

確
保

の
た

め
、

農
道

の
拡

幅
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

辺
地

の
地

勢
及

び
住

民
の

日
常

生
活

の
現

況

網
田

地
区

は
元

来
、

網
田

村
と

し
て

存
続

し
て

い
た

が
、

昭
和

３
３

年
に

宇
土

町
に

編
入

さ
れ

、
宇

土
市

が
誕

生
し

た
。

当
時

は
、

最
大

の
人

口
を

誇
っ

て
い

た
が

、
昭

和
３

３
年

の
７

，
７

０
０

人
か

ら
、

令
和

５
年

は
２

，
７

８
９

人
と

大
幅

に
減

少
し

て
い

る
。

そ
の

理
由

の
一

つ
は

、
当

地
域

は
、

本
市

の
最

西
端

に
位

置
し

、
地

域
の

大
部

分
は

急
傾

斜
地

又
は

山
岳

に
囲

ま
れ

た
中

山
間

地
域

と
な

っ
て

お
り

、
住

民
の

日
常

生
活

面
で

の
環

境
整

備
が

遅
れ

て
い

る
た

め
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

地
域

全
体

と
し

て
、

産
業

の
活

性
化

や
生

活
環

境
の

整
備

が
求

め
ら

れ
て

お
り

、
ま

た
、

令
和

５
年

度
か

ら
の

第
６

次
宇

土
市

総
合

計
画

後
期

基
本

計
画

に
お

い
て

、
網

田
地

区
の

賑
わ

い
を

生
み

出
す

ま
ち

づ
く

り
や

道
路

・
交

通
の

環
境

整
備

を
進

め
る

こ
と

を
目

標
と

し
て

い
る

。

御
輿

来
海

岸
の

干
潟

景
勝

地
は

、
九

州
内

外
か

ら
観

光
客

が
多

く
来

訪
さ

れ
て

い
る

も
の

の
、

敷
地

内
に

駐
車

場
が

少
な

い
た

め
、

利
便

性
が

悪
い

施
設

環
境

と
な

っ
て

い
る

。
そ

の
た

め
、

駐
車

場
整

備
及

び
新

規
展

望
所

設
置

等
を

行
う

こ
と

で
、

更
な

る
誘

客
施

設
と

し
て

の
価

値
を

高
め

て
い

く
た

め
整

備
す

る
も

の
で

あ
る

。
ま

た
、

網
田

駅
舎

（
網

田
レ

ト
ロ

館
）

は
、

国
の

登
録

有
形

文
化

財
に

指
定

さ
れ

て
お

り
、

網
田

地
域

活
性

化
の

活
動

拠
点

と
な

っ
て

い
る

。
耐

震
補

強
を

行
う

こ
と

で
、

安
全

性
を

確
保

し
な

が
ら

文
化

的
施

設
の

利
活

用
を

推
進

し
、

地
域

の
交

流
人

口
の

増
加

や
地

域
活

性
化

を
図

る
。

現
在

、
本

地
域

の
公

民
館

を
集

会
施

設
と

し
て

利
用

し
て

い
る

が
、

昭
和

４
５

年
の

建
設

か
ら

５
３

年
が

経
過

し
老

朽
化

が
進

ん
で

お
り

、
平

成
２

８
年

熊
本

地
震

で
も

被
災

し
て

い
る

。
ま

た
、

平
成

２
８

年
豪

雨
災

害
で

決
壊

し
た

川
が

近
隣

に
あ

る
と

い
う

立
地

で
あ

る
。

さ
ら

に
、

施
設

及
び

駐
車

場
の

収
容

面
積

が
小

さ
く

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
の

中
心

施
設

と
し

て
機

能
を

十
分

に
果

た
せ

て
い

な
い

。
そ

の
た

め
、

更
な

る
地

域
の

活
性

化
の

た
め

、
耐

震
性

及
び

避
難

所
機

能
を

備
え

た
安

心
・

安
全

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
の

移
設

建
て

替
え

を
行

う
。

　
あ

わ
せ

て
、

築
６

０
年

以
上

の
老

朽
化

し
て

い
る

支
所

の
建

て
替

え
を

同
時

に
行

い
、

支
所

機
能

を
併

設
す

る
。

1
,
3
3
8

2
1
.
9
6

観
光

施
設

整
備

公
民

館
整

備

網
田

1
0
7

2
,
7
8
9

道
路

整
備

　
集

落
間

を
つ

な
ぐ

市
道

と
し

て
、

道
路

幅
員

が
不

足
し

て
お

り
、

地
域

住
民

の
安

全
な

日
常

生
活

に
支

障
を

来
し

て
い

る
の

で
、

既
存

市
道

の
改

良
を

行
う

も
の

で
あ

る
。

ま
た

、
道

路
新

設
を

行
う

こ
と

に
よ

り
地

区
内

・
地

域
間

連
携

の
強

化
及

び
地

域
振

興
を

図
る

も
の

で
あ

る
。
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人
口

世
帯

数
面

積
〔

人
〕

〔
戸

〕
〔

k
㎡

〕

辺
地

別
公

共
的

施
設

整
備

計
画

（
令

和
６

年
度

か
ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

の
５

年
間

）

当
地

域
は

、
市

の
最

東
部

に
位

置
し

て
お

り
、

水
田

、
畑

か
ら

な
る

丘
陵

地
帯

で
あ

る
。

国
道

３
号

の
バ

イ
パ

ス
化

に
よ

り
新

た
に

国
道

が
開

通
し

、
交

通
の

利
便

性
は

向
上

し
た

も
の

の
、

バ
イ

パ
ス

の
接

続
道

路
の

整
備

が
遅

れ
て

い
る

こ
と

や
公

共
交

通
機

関
が

ほ
と

ん
ど

な
い

と
い

っ
た

交
通

悪
条

件
を

抱
え

て
お

り
、

整
備

を
望

ま
れ

て
い

る
。

辺
地

の
地

勢
及

び
住

民
の

日
常

生
活

の
現

況

辺
地

名
辺

地
度

点
数

公
共

的
施

設
の

整
備

を
必

要
と

す
る

事
情

辺
地

の
地

勢
及

び
住

民
の

日
常

生
活

の
現

況
網

津
1
1
3

6
7
9

2
8
4

1
0
.
7

当
地

域
は

、
宇

土
半

島
山

岳
部

に
位

置
し

、
周

辺
を

山
岳

に
囲

ま
れ

て
い

る
。

住
居

は
な

だ
ら

か
な

傾
斜

地
に

点
在

し
て

お
り

、
森

林
が

多
く

、
林

業
・

果
樹

栽
培

が
盛

ん
な

山
間

農
林

地
帯

で
あ

る
。

ま
た

、
網

引
地

区
は

飲
用

水
を

主
に

湧
水

又
は

表
流

水
か

ら
求

め
て

い
る

な
ど

文
化

の
恩

恵
に

浴
し

て
い

な
い

地
域

で
あ

り
、

住
民

の
日

常
生

活
面

で
の

環
境

整
備

が
遅

れ
て

お
り

、
そ

の
整

備
が

強
く

要
望

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

道
路

整
備

　
集

落
間

を
つ

な
ぐ

市
道

と
し

て
、

道
路

幅
員

が
不

足
し

て
お

り
、

地
域

住
民

の
安

全
な

日
常

生
活

に
支

障
を

来
し

て
い

る
。

ま
た

、
道

路
法

面
対

策
工

事
を

行
い

車
両

・
歩

行
者

の
安

全
確

保
に

努
め

る
も

の
で

あ
る

。

道
路

整
備

集
落

間
を

つ
な

ぐ
市

道
と

し
て

、
舗

装
の

老
朽

化
が

顕
著

で
あ

り
、

地
域

住
民

の
安

全
な

日
常

生
活

に
支

障
を

来
し

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
道

路
の

舗
装

及
び

歩
道

の
整

備
を

行
い

、
車

両
・

歩
行

者
の

安
全

確
保

に
努

め
る

も
の

で
あ

る
。

花
園

1
4
2

2
7
4

1
2
4

1
.
4
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 辺
地

別
公

共
的

施
設

整
備

計
画

（
令

和
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年
度

か
ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

の
５

年
間

）

特
定

財
源

一
般

財
源

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

業
債

の
予

定
額

道
路

6
～

1
0

道
路

改
良

舗
装

L
=
3
,
2
0
0
m
、

 
W
=
5
.
0
m

（
一

部
W
=
6
.
5
m
）

道
路

新
設

工
事

L
=
1
6
0
m
、

 
W
=
5
.
0
m

7
5
5
,
0
0
0

7
5
5
,
0
0
0

7
5
5
,
0
0
0

農
道

6
～

1
0

農
道

拡
幅

工
事

L
=
6
0
0
m
、

W
=
約

6
.
5
m

3
3
5
,
0
0
0

3
3
5
,
0
0
0

3
3
5
,
0
0
0

防
火

水
槽

6
～

1
0

4
0
t
耐

震
性

防
火

水
槽

設
置

1
1
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

1
1
,
0
0
0

防
災

基
盤

整
備

6
小

型
動

力
ポ

ン
プ

付
積

載
車

購
入

9
,
0
4
2

9
,
0
4
2

9
,
0
0
0

干
潟

景
勝

地
展

望
広

場
整

備
6
～

7
景

勝
地

展
望

所
A
=
3
,
7
0
0
㎡

景
勝

地
展

望
施

設
一

式
休

憩
施

設
一

式
3
4
0
,
7
0
0

3
4
0
,
7
0
0

3
4
0
,
7
0
0

網
田

レ
ト

ロ
館

耐
震

改
修

6
耐

震
改

修
工

事
及

び
工

事
監

理
9
0
,
5
0
0

9
0
,
5
0
0

9
0
,
5
0
0

網
田

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

建
設

事
業

6
工

事
監

理
、

建
設

工
事

、
登

記
手

数
料

、
事

務
費

5
5
8
,
4
7
0

5
5
8
,
4
7
0

4
7
0
,
7
0
0

網
津

辺
地

道
路

6
～

1
0

法
面

対
策

工
事

L
=
1
0
0
m
、

H
=
3
.
0
m

道
路

改
良

舗
装

L
=
5
0
0
m
、

W
=
4
.
0
m

6
6
,
0
0
0

6
6
,
0
0
0

6
6
,
0
0
0

網
田

辺
地

（
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位
：
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円

）

財
源
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訳

事
業

費
辺

地
名

施
設

名
計

画
年

度
事

業
計

画
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 辺
地

別
公

共
的

施
設

整
備

計
画

（
令

和
６

年
度

か
ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

の
５

年
間

）

特
定

財
源

一
般

財
源

一
般

財
源

の
う

ち
辺

地
対

策
事

業
債

の
予

定
額

花
園

辺
地

道
路

6
～

9
道

路
改

良
舗

装
L
=
4
0
0
m
、

 
W
=
7
.
0
m

4
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

4
0
,
0
0
0

合
計

2
,
2
0
5
,
7
1
2

0
2
,
2
0
5
,
7
1
2

2
,
1
1
7
,
9
0
0

（
単

位
：

千
円

）

財
源

内
訳

事
業

費
辺

地
名

施
設

名
計

画
年

度
事

業
計

画
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議案第９５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市長浜福祉館 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   宇土市長浜地区振興会 

 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

提案理由 

 指定管理者を指定するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９６号 

 

   指定管理者の指定期間延長について 

 

 次のとおり指定管理者の指定期間を延長する。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

   宇土市養護老人ホーム芝光苑 

 

２ 指定管理者となる団体の名称 

   社会福祉法人宇土市社会福祉事業団 

 

３ 指定の期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの１年間延長 

 

 

提案理由 

 指定管理者の指定期間を延長するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９７号 

 

令和５年度宇土市一般会計補正予算（第４号）について 

 

令和５年度宇土市一般会計補正予算（第４号）を別冊のとおり定める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第９８号 

 

令和５年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和５年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり定める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議案第９９号 

 

令和５年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

 

令和５年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

議案第１００号 

 

令和５年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

令和５年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

宇土市長 元 松 茂 樹    

 

 

提案理由 

予算を定めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を必要とする。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 


